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１【提出理由】

 

セミコンダクター・マニュファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーションは、2015年２月９日開催の取

締役会において、新株予約権証券の付与を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき本書を提出するものであります。

 

（注）１．別段の記載がある、または文脈上別段の必要がある場合を除き、本書に記載の「当社」はセミコンダクター・

マニュファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーションを指す。

２．別段の記載がある場合を除き、「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドル

から日本円への換算は、１香港ドル＝15.47円（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表した2015年４月１日の対

顧客電信売買相場の中値）の換算率により行われている。

３．別段の記載がある場合を除き、「米ドル」は米国の法定通貨を指す。本書において記載されている米ドルから

日本円への換算は、１米ドル＝119.96円（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表した2015年４月１日の対顧客電

信売買相場の中値）の換算率により行われている。

 

 

２【報告内容】

 

イ．銘柄

新株予約権証券（2013年11月15日付で発効した2014年ストック・オプション・プラン（以下「株式オプション制度」

という。）に基づいて付与された。）（以下「本新株予約権」という。）

 

ロ．新株予約権証券

(ⅰ)　発行数

12,293,017個

 

(ⅱ)　発行価格

０香港ドル（０円）

 

(ⅲ)　発行価額の総額

０香港ドル（０円）

 

(ⅳ)　新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(a) 株式の種類：額面価額各0.0004米ドルの当社普通株式

 

(b) 株式の内容：

　本新株予約権の行使によって割当てられる当社普通株式の株主は、当社の通常定款に従い、(１) 配当

請求権、(２) 残余財産分配請求権、(３) 当社の株主総会に出席する権利および株主名簿において当該株

主の名で登録された各当社普通株式につき１票の議決権を有する。

　当社普通株式は、すべての点において他の当社普通株式と同等として取り扱われるものとする。

 

(c) 株式の数：本新株予約権１個につき当社普通株式１株

 

（ⅴ）　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　　　　本新株予約権１個につき0.708香港ドル（約11.0円）

本新株予約権12,293,017個に対して総額8,703,456.04香港ドル（約134,642,465円）

 

（ⅵ）　新株予約権の行使期間

2015年２月24日から開始する10年間

 

（ⅶ）　新株予約権の行使の条件

本新株予約権は、４年の期間に渡って権利確定する。本新株予約権は、時期または業績条件の達成に基づき

権利が確定するものとする。当社の報酬委員会は、本新株予約権を、権利確定後のみ行使できる、または行

使により発行される普通株式に対して当社が買戻し請求権（株式について権利が確定したときに失効す

る。）を付する場合は即時に行使できるかを規定することができる。報酬委員会の承認がある場合を除き、

本新株予約権は、保有者の存命中に、保有者自身、その後見人または法定代理人によってのみ行使可能であ

る。本新株予約権は、オプション保有者の当社に対する役務提供の終了後90日間行使することができる。た

だし、取締役向けオプションについては、非従業員取締役の役務提供が終了した時から120日間行使するこ

とができる。本新株予約権は、正当な理由による雇用の終了に伴い直ちに解約される。

 

EDINET提出書類

セミコンダクター・マニュファクチュアリング・インターナショナル・コーポレーション(E05942)

臨時報告書

2/3



（ⅷ）　新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

0.708香港ドル（約11.0円）

 

（ⅸ）　新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は、遺言もしくは相続・遺産分配法による場合もしくは家庭関係令に基づく場合または報酬委

員会が定めた場合を除くいかなる方法によっても譲渡することができない。

 

ハ．勧誘の相手方の人数及びその内訳

　　当社従業員：19名

 

ニ．勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又

は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

　　該当なし

 

ホ．勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

　　勧誘の相手方に対する本新株予約権の付与条件は、株式オプション制度に従い付与書に規定されている。

 

へ．2015年２月28日現在の資本金の額及び発行済株式総数

(ⅰ)　資本金の額：14,350,611.75米ドル（約1,721,499,386円）

 

(ⅱ)　発行済株式総数：35,876,529,375株

 

以上
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